
転飼許可申請書の
手数料納付方法について

○蜜蜂飼育にあたり知事の転飼許可を受ける場合は、転飼許可申請書を

提出いただく必要があります。

○転飼許可申請の際は、1群につき150円の審査手数料がかかりますので、

下記の方法により、手数料の納付をお願いします。

①「転飼許可申請書」に必要事項を記入して、
県民局の担当窓口に持参。

②担当窓口において申請書の内容確認。
「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」の
交付を受ける。 1



③「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」を収納専
用窓口に持参する。
※収納専用窓口は各県民局、地域事務所内に設置

④収納専用窓口において支払いを行い、「納付済
証」を受け取る。

⑤納付済証を貼付けした申請書を
担当窓口に提出。
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